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１．はじめに  

 近年、世界の地方自治体において，都市の脱炭素化の手段として広がりを見せるの

が，建築物へ太陽光発電などの再エネ設備の設置を義務化する再エネ義務化政策であ

る。特に日本、アメリカ、ドイツを中心に多様な自治体が再エネ義務化に取り組んで

いる。これらの自治体はなぜ国に先行して再エネ義務化を導入するのだろうか。これ

らの背景を探るには、政策制定過程を吟味する必要がある。そこで本報告では，世界

的にも先駆けて再エネ義務化政策を導入した京都府を事例とし，なぜ，どのように京

都府で義務化政策が行われているのかについて，歴史的展開を踏まえ論じる。  

 

２．分析方法  

はじめに義務化という規制的手法の特徴について整理を行ったうえで、京都府にお

ける再エネ義務化政策の位置づけについて、まず義務化政策に取り組む世界各国の行

政主体をまとめたうえで簡単な国際比較を行い、続いて日本の各地方自治体における

再エネ導入促進条例の制定時期を概観し，そのなかで京都府条例の位置づけについて

検討する。その後，京都府温暖化対策条例および京都府再エネ条例の歴史的展開を，

環境審議会の議事録を用いながら京都府ではどのように再エネ義務化が行われたのか

について明らかにし、どのような政策効果を生んだのかを明らかにする。 

 

３．分析結果  

①海外の他自治体との国際比較  

京都府は 2 0 1 0 年に再エネ義務化を規定したが、世界的に再エネ義務化政策が広が

りを見せるのは 2 0 2 0 年前後からであった。また同時期に同様の政策を導入した米独

の地方自治体と比較すると，京都府の取り組みは当時世界的にも先駆的，かつ大規模

であった。一方で，近年再エネ義務化の先進的な事例として国際的にも注目が集まっ

ているカリフォルニア州と比較すると、義務規定や政策の深化には至っていない。  

②日本の地方自治体との時期ごとの比較  

図 1 は地方自治体における再エネ条例の制定件数を時系列に分けたものだが、大きく

 

1 *  京都大学大学院経済学研究科博士後期課程 1 年  D o c t o r a l  c o u r s e  o f  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  

E c o n o m i c s ,  K y o t o  U n i v e r s i t y  

〒 6 0 6 - 8 5 0 1  京都市左京区吉田本町  E - m a i l :  y o s h i d a . t a k u m i . 6 2 w @ s t . k y o t o - u . a c . j p  



3 つの時期に分割できる。

そのなかで京都府は、比較

的早い時期から地球温暖化

対策条例を制定し，気候変

動対策への取り組みを始め

た（第 1 期）。その後建築

物部門における再エネ義務

化政策をはじめて実施し，

その後再エネ導入促進に限

定した条例も制定した（第

2 期）。その後自治体の再  

エネに対する態度が二分し，かつ全国レベルで建築物への再エネ導入の議論が起こり

はじめるなか，条例を改正し義務の強化をスムーズに行っている（第 3 期）。  

③京都府再エネ条例成立および改正過程  

まず京都府には，京都議定書採択の都市という固有のコンテクストがあっ た。一方

で気候変動対策は独自の枠組みではなく、国の大規模建築物に対する排出削減計画の

策定および公表制度に基づき，これに上乗せするかたちで取り組みが行われた。  

 2 0 1 0 年に再エネ義務化を規定したが，規制対象を据え置くことにより大き な反発

を招くことはなかった。しかし範囲や導入義務を制限したため，基準を達成する最低

限しか再エネ導入をしない事業者が多いという課題が発生する。その対応として，

2 0 2 0 年には国の建築物省エネ法改正とあわせて義務対象と導入義務を拡大した。  

 このように京都府の政策は，国の制度の枠組みと義務対象の負担を避ける配慮が前

提となっており，その意味で目覚しい政策効果はあげていない。しかし義務規定の強

化を通じて建築物のエネルギー効率性のボトムを引き上げることには成功した。  

 

４．結論  

 本稿が明らかにした点は以下である。まず国際的に再エネ義務化政策が珍しいもの

ではなくなっていることを明らかにし、その上で京都府の建築物部門での再エネ導入

の取り組みが先駆的であったと位置づけ，政策の展開について論じた。具体的には，

まず京都府には炭素排出削減に対する高い環境意識が行政，産業界問わず広く共有さ

れていた。そして国の制度をベースとし，さらに規制対象を絞ることで義務対象の負

担軽減を行い，建築物のエネルギー効率性を一定程度高めることに成功した。  
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図 1  再 エ ネ 条 例 を 定め る自治 体の 件数 推 移 （ 単 位 ： 件 ）  

 


